
 

 

 

 

第３号議案 

 

名古屋都市計画道路の変更（愛知県決定）について 

 ・助七西市場線 
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愛知県清須市都市計画審議会 
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名古屋都市計画道路の変更（愛知県決定） 

 

１．助七西市場線 

 

 

 

 

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

・変更内容・・・一部区間の区域を変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○理由 

現在、名鉄名古屋本線と（都）給父清須線（県道名古屋祖父江線）との踏切は、地域におけ

る主要渋滞箇所となっているとともに、緊急的に対策が必要な踏切に指定されています。この

踏切より名古屋方にある（都）名古屋環状２号線（国道 302 号）との踏切も同様であり、これ

ら踏切を中心とした慢性的な交通渋滞や鉄道による市街地の分断等が地域の課題となってい

ます。 

このため、踏切による交通渋滞や踏切事故を解消して安全で円滑な道路交通を確保するとと

もに、鉄道による市街地分断を解消し魅力あるまちづくりを推進することなどを目的に、名鉄

名古屋本線の丸の内駅北から大里駅南までの延長約２．８ｋｍ（途中、新清洲駅を含み、（都）
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西清洲上条線、（都）名古屋環状２号線、（都）給父清須線等と交差）を一体的に高架化する事

業を行うこととなりました。 

こうしたことから、隣接する尾張都市計画区域において、（都）給父清須線が高架となり名

鉄名古屋本線上を通過する立体交差方式を、名鉄名古屋本線が高架となるよう変更し、（都）

給父清須線を平面道路として必要な区域に変更します。 

今回の都市計画変更は、尾張都市計画区域の（都）給父清須線の変更に伴って、接続する本

路線起点部の一部区域を変更するものです。 

 

２．今後の流れ 

 内 容 年 月 日 

説明会 
 

 

平成２８年１２月２１日 

平成２８年１２月２３日 

愛知県知事への申出  平成２９年１月２０日 

愛知県知事からの意見照会  平成２９年２月２４日 

変更案の公告  平成２９年４月７日 

変更案の縦覧 
 

 

平成２９年４月７日から 

平成２９年４月２１日まで 

清須市都市計画審議会  平成２９年５月１１日 

以 下 予 定  

愛知県知事へ回答  平成２９年５月下旬 

愛知県都市計画審議会  平成２９年７月４日 

都市計画変更の告示  平成２９年７月下旬 


